
（愛媛県報平成１５年１２月２６日第１５２１号外１別冊２）

燧灘における区画漁業（特定区画漁業を含

む。）の免許の内容たるべき事項等





免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

燧区
第１号

第２種
区画漁
業

くるま
えび養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

新居浜市大島
地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＢの５直線とＡＢ間の陸岸
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 新居浜市大島漁港西防波堤南側付根から防波堤

沿い東へ９７メートルの標識
Ｂ 新居浜市大島漁港第１号防波堤南側付根

点 ア Ａから１７０度４５分８４メートルの点
イ Ａから２１４度５７．５メートルの点
ウ Ｂから２３７度３０分７７メートルの点
エ Ｂから１７３度３０分１９メートルの点

新居浜市
大島地区

なし

燧区
第２号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字大見地
先

アイ、イウ、ウエ及びアエの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字大見港防波堤突端

Ｂ 越智郡大三島町大字大見道明鼻
点 ア Ａから越智郡大三島町大字口総小横島南端見通

し５００メートルの点
イ Ａから越智郡大三島町大字口総小横島南端見通
し１，６００メートルの点

ウ Ｂから広島県豊田郡東野町御高山山頂見通し１，
３００メートルの点
エ Ｂから広島県豊田郡東野町御高山山頂見通し３０
０メートルの点

越智郡大
三島町

別記２及
び４のと
おり

燧区
第３号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字口総大
浜地先

アイ、イウ、ウエ及びアエの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字口総５１８番地地先護岸階段

上がり口左の標識
Ｂ 越智郡大三島町大字口総９４９番地地先護岸の標
識

点 ア Ａから越智郡大三島町大字肥海鏡鼻見通し７０メ
ートルの点
イ Ａから越智郡大三島町大字肥海鏡鼻見通し２７０
メートルの点
ウ Ｂから越智郡大三島町大字肥海鏡鼻見通し３３０
メートルの点
エ Ｂから越智郡大三島町大字肥海鏡鼻見通し１３０
メートルの点

越智郡大
三島町

別記２及
び４のと
おり

燧区
第４号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡吉海町
津倉地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡吉海町津倉小敷磯中央

Ｂ 越智郡吉海町津倉綿巻磯
点 ア Ａから越智郡吉海町泊川尻中央見通し１００メー

トルの点
イ Ａから越智郡吉海町泊川尻中央見通し２７０メー
トルの点
ウ Ｂから９０度２８５メートルの点
エ Ｂから４５度１３０メートルの点

越智郡吉
海町及び
今治市馬
島

別記２及
び４のと
おり

燧区
第５号

第１種
区画漁
業

真珠養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡吉海町
津倉地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡吉海町津倉部落堤防突端標識

Ｂ 越智郡吉海町大字本庄シイガ鼻
点 ア Ａから０度４０メートルの点

イ Ａから０度１２０メートルの点
ウ Ｂから３０度９０メートルの点
エ Ｂから３０度２０メートルの点

越智郡吉
海町及び
今治市馬
島

別記２及
び４のと
おり

別記
１ 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなけらばならない。
２ 漁具の設置を示す標識を設置しなけらばならない。
３ 操業にあたっては水底電線に支障を及ぼしてはならない。
４ 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示に従わなければならない。

－１－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

燧特区
第１号

第１種
区画漁
業

あかが
い養殖
業

４月１日から
１１月３０日まで

川之江市川之
江町余木地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 川之江市川之江町二名漁港西防波堤突端中央

Ｂ 川之江市川之江町余木崎神社下護岸角の標識
点 ア Ａから香川県円上島島頂見通し１８５メートルの

点
イ Ａから香川県円上島島頂見通し７５０メートルの
点
ウ Ｂから香川県円上島島頂見通し７２０メートルの
点
エ Ｂから香川県股島島頂見通し１８０メートルの点

川之江市 別記１及
び２のと
おり

燧特区
第２号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

伊予三島市中
之庄町地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク、クケ、及び
ケアの９直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 伊予三島市井関川河口左岸突端付根

Ｂ 伊予三島市大谷川河口右岸端
Ｃ 伊予三島市具定町と同市寒川町との最大高潮時
海岸線における境界の標識
Ｄ 伊予三島市中之庄町埋立護岸西北角
Ｅ Ｄから護岸沿い東へ５０２メートルの標識
Ｆ 伊予三島市金子１丁目埋立護岸北東角

点 ア Ａから３１０度７０９メートルの点
イ Ａから３１０度９８４メートルの点
ウ Ｆから３１９度３０分３２２メートルの点
エ Ａから３１０度１５５０メートルの点
オ Ｃから香川県円上島中央見通し１，６００メートル
の点
カ Ｃから香川県円上島中央見通し４０４メートルの
点
キ Ｂから３２５度２０分３５７メートルの点
ク Ｂから３２５度２０分４２８メートルの点
ケ Ｅから２８６度３０分３８メートルの点

伊予三島
市中央、
宮川、金
子、朝日
、同市村
松町、同
市中之庄
町及び同
市具定町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第３号

第１種
区画漁
業

あかが
い養殖
業

１月１日から
１２月３１日まで

伊予三島市寒
川町地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 伊予三島市寒川町と同市具定町との最大高潮時

海岸線における境界の標識
Ｂ 伊予三島市寒川町石戸八幡宮下護岸標識

点 ア Ａから香川県円上島中央見通し４０４メートルの
点
イ Ａから香川県円上島中央見通し１，４００メートル
の点
ウ Ｂから香川県股島中央見通し１，２８７メートルの
点
エ Ｂから香川県股島中央見通し４３６メートルの点

伊予三島
市寒川町

別記２の
とおり

燧特区
第４号

第１種
区画漁
業

あかが
い養殖
業

１月１日から
１２月３１日まで

伊予三島市寒
川町地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク、クケ、ケコ
及びコアの１０直線によって囲まれた区域。ただし、伊予三島
市樋之尾谷川河口から半径５００メートル以内の区域を除く。
基点 Ａ 伊予三島市寒川町西浜埋立地東北端岸壁より西

へ５２メートルの標識
Ｂ 伊予三島市寒川町西浜埋立地東北端岸壁より西
へ３６０メートル７７センチメートルの標識

Ｃ 伊予三島市寒川町字大門３８５２番地の１標柱
Ｄ 伊予三島市寒川町西谷川尻左岸
Ｅ 伊予三島市寒川町と同市豊岡町との最大高潮時
海岸線における境界

点 ア Ａから香川県円上島東端見通し５０メートルの点
イ Ａから香川県円上島東端見通し５２０メートルの
点
ウ Ｂから広島県宇治島東端見通し４４４メートルの
点
エ Ｂから広島県宇治島東端見通し１，０４４メートル
の点

伊予三島
市寒川町

別記２の
とおり

－２－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

オ Ｄから広島県宇治島東端見通し１，５００メートル
の点
カ Ｄから広島県宇治島東端見通し７００メートルの
点
キ Ｅから香川県円上島東端見通し７００メートルの
点
ク Ａから香川県円上島東端見通し３００メートルの
点
ケ Ｃから１度３１０メートルの点
コ Ｃから１度４１０メートルの点

燧特区
第５号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

伊予三島市豊
岡町地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
。ただし、オカ、カキ、キク、クケの４直線によって囲まれ
た区域を除く。
基点 Ａ 伊予三島市豊岡町と同市寒川町との最大高潮時

海岸線における境界の標識
Ｂ 伊予三島市豊岡町豊岡漁港東防波堤付根
Ｃ 伊予三島市豊岡町豊岡漁港西防波堤付根
Ｄ 伊予三島市豊岡町大地川河口右岸角

点 ア Ｄから岡山県大飛島西端見通し６００メートルの
点
イ Ａから香川県円上島東端見通し６００メートルの
点
ウ Ａから香川県円上島東端見通し１，５００メートル
の点
エ Ｄから岡山県大飛島西端見通し１，３６０メートル
の点
オ Ｃから０度６００メートルの点
カ Ｂから０度６００メートルの点
キ Ｂから０度１，４００メートルの点
ク Ｃから０度１，４００メートルの点

伊予三島
市豊岡町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第６号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

宇摩郡土居町
地先

Ｄア、アイ、イウ、ウエ、エオ及びオＫの６直線とＤＫ間
の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、ＥＦ
を結んだ直線以南の区域、ＢＣを結んだ直線以南の区域並び
にＢから香川県円上島島頂見通し線とＣから同島島頂見通し
線との間の区域（長津漁港）、Ｇから香川県大股島島頂見通
し線とＨから同島島頂見通し線との間の区域（蕪崎漁港）、
Ｉから香川県小股島島頂見通し線とＪから香川県円上島島頂
見通し線との間の区域（天満漁港）並びに燧特区第８号の漁
業権漁場区域を除く。
基点 Ａ 伊予三島市と宇摩郡土居町との最大高潮時海岸

線における境界
Ｂ 宇摩郡土居町長津漁港北の東防波堤突端西側角
Ｃ 宇摩郡土居町長津漁港北の西防波堤突端東側角
Ｄ 宇摩郡土居町長津干拓地東側角の標識
Ｅ 宇摩郡土居町関川河口右岸角の標識
Ｆ 宇摩郡土居町関川河口左岸角の標識
Ｇ 宇摩郡土居町蕪崎漁港Ａ防波堤（東防波堤）基
部から東へ護岸沿い２００メートルの標識

Ｈ 宇摩郡土居町蕪崎漁港Ｂ防波堤（西防波堤）基
部
Ｉ 宇摩郡土居町天満漁港Ａ防波堤突端
Ｊ 宇摩郡土居町天満漁港護岸西側付根の標識
Ｋ 宇摩郡土居町と新居浜市との最大高潮時海岸線
における境界から海岸線沿い東へ２５０メートルの
標識

点 ア Ａから岡山県大飛島西端見通し３００メートルの
点
イ Ａから岡山県大飛島西端見通し１，２００メートル
の点

宇摩郡土
居町

別記１及
び２のと
おり

－３－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

ウ Ｄから越智郡魚島村江ノ島南端見通し１，５００メ
ートルの点
エ Ｉから香川県円上島島頂見通し６００メートルの
点
オ Ｋから香川県円上島島頂見通し６００メートルの
点

燧特区
第７号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇摩郡土居町
大字蕪崎地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇摩郡土居町大字蕪崎土居町衛生センター敷地

西角
点 ア Ａから７度６２５メートルの点
イ Ａから７度９００メートルの点
ウ Ａから３４８度３０分９７５メートルの点
エ Ａから３４１度７００メートルの点

宇摩郡土
居町大字
蕪崎地区

別記２の
とおり

燧特区
第８号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

宇摩郡土居町
大字天満地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 宇摩郡土居町大字天満仏崎
点 ア Ａから９０度１，２５０メートルの点

イ Ａから７７度３０分１，３５０メートルの点
ウ Ａから７１度３０分１，０５０メートルの点
エ Ａから８７度３０分９７５メートルの点

宇摩郡土
居町大字
天満

別記２の
とおり

燧特区
第９号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

新居浜市大島
地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＤの５直線とＡＤ間の最大
高潮時海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 新居浜市大島虎崎

Ｂ 新居浜市大島松ノ鼻
Ｃ 新居浜市大島池ノ鼻
Ｄ 新居浜市大島漁港東側防波堤突端

点 ア Ａから越智郡魚島村魚島島頂見通し２００メート
ルの点
イ Ｂから越智郡魚島村魚島島頂見通し２００メート
ルの点
ウ Ｃから６９度１，４００メートルの点
エ Ｄから８７度１，７００メートルの点

新居浜市
大島地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１０号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

５月１日から
９月３０日まで

新居浜市大島
地先

アイ、イウ、ウエ、及びエアの４直線によって囲まれた区
域
基点 Ａ 新居浜市大島漁港東防波堤突端中央

Ｂ 新居浜市大島漁港西防波堤曲がり角の標識
点 ア Ａから２０１度１２０メートルの点
イ Ａから１６８度１５分３９０メートルの点
ウ Ｂから１５５度４０分４１０メートルの点
エ Ｂから１５５度４０分１００メートルの点

新居浜市
大島地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１１号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

新居浜市大島
地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＥの５直線とＡＥ間の最大
高潮時海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域。
ただし、燧特区第１２号及び燧特区第１３号の漁業権漁場区域を
除く。
基点 Ａ 新居浜市大島漁港第１号防波堤付根

Ｂ 新居浜市大島宮ノ鼻
Ｃ 新居浜市大島城ノ鼻防波堤西側付根
Ｄ 新居浜市大島御園鼻
Ｅ 新居浜市大島市部標識

点 ア Ｂから新居浜市と宇摩郡土居町との最大高潮時
海岸線における境界見通し１１５メートルの点
イ Ｃから新居浜市多喜浜阿島沿岸堤防と道路との
交点見通し３００メートルの点
ウ Ｄから新居浜市黒島竜宮鼻見通し３５０メートル
の点
エ Ｅから新居浜市黒島白石鼻見通し２００メートル
の点

新居浜市
大島地区

別記１及
び２のと
おり

－４－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

燧特区
第１２号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

新居浜市大島
地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線から２０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 新居浜市大島火葬場西角

Ｂ 新居浜市大島城ノ鼻防波堤西側付根
点 ア Ｂから新居浜市黒島港入口灯台見通し１３０メー

トルの点

新居浜市
大島地区

別記２の
とおり

燧特区
第１３号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

新居浜市大島
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 新居浜市大島火葬場西角
点 ア Ａから１１７度２５０メートルの点

イ Ａから１８２度３６５メートルの点
ウ Ａから２２３度４２５メートルの点
エ Ａから２３５度３３０メートルの点

新居浜市
大島地区

別記２の
とおり

燧特区
第１４号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

新居浜市多喜
浜荷内地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＣの５直線とＡＣ間の最大
高潮時海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 新居浜市と宇摩郡土居町との最大高潮時海岸線

における境界
Ｂ 新居浜市多喜浜荷内川尻西谷橋西北端から海岸
線沿い西へ１８７メートルの標識
Ｃ 新居浜市阿島海岸堤防と道路との交点の標識（
堤防切れ目中央）

点 ア Ａから越智郡魚島村江ノ島中央見通し７００メー
トルの点
イ Ｂから新居浜市大島漁港内船溜防波堤付根貯油
タンク見通し８４０メートルの点

ウ Ｂから新居浜市大島漁港内船溜防波堤付根貯油
タンク見通し２００メートルの点

エ Ｃから新居浜市大島宮ノ鼻見通し２００メートル
の点

新居浜市
大島地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１５号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

新居浜市多喜
浜阿島地先

Ａア、アイ、及びイＢの３直線とＡＢ間の最大高潮時海岸
線から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 新居浜市多喜浜阿島川尻右岸端から海岸沿い東

へ２００メートルの標識
Ｂ 新居浜市多喜浜阿島海岸堤防と道路との交点の
標識（堤防切れ目中央）

点 ア Ａから新居浜市大島御園鼻見通し１００メートル
の点
イ Ｂから新居浜市大島宮ノ鼻見通し１００メートル
の点

新居浜市
大島地区
及び同市
多喜浜地
区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１６号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

西条市玉津地
先

アイ、イウ、ウエ、及びエアの４直線によって囲まれた区
域。ただし、エオ、オカ、カキ、キク、クケ、ケコ、コサ及
びサエの８直線によって囲まれた区域を除く。
基点 Ａ 西条市船屋住友金属鉱山埋立地護岸東端から護

岸沿い西へ５０メートルの標識
Ｂ 西条市西ひうち（２号地）専用護岸東端の海上
保安庁水路部測点から護岸沿い西へ３５８メートル
の標識

点 ア Ａから越智郡宮窪町美濃島西端見通し８６０メー
トルの点
イ Ａから越智郡宮窪町美濃島西端見通し２，９６０メ
ートルの点
ウ Ｂから越智郡宮窪町美濃島西端見通し３，０２０メ
ートルの点
エ Ｂから越智郡宮窪町美濃島西端見通し６２０メー
トルの点
オ エから７３度１５分８０５メートルの点
カ オから３０７度４５分３１０メートルの点
キ ウから７８度２０分３８０メートルの点
ク ウから７８度２０分１８０メートルの点

西条市玉
津地区

別記１、
２及び３
のとおり

－５－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

ケ シから３５１度２８０メートルの点
コ ケから２０８度３０分２６０メートルの点
サ コから２５３度３０分２２８メートルの点
シ エから７３度１５分３８５メートルの点

燧特区
第１７号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

西条市加茂川
地先

アイ、イウ、ウエ、及びエアの４直線によって囲まれた区
域
基点 Ａ 西条市古川加茂川右岸標識１号

Ｂ 西条市禎瑞加茂川左岸標識２号
点 ア ＡからＢ見通し１５メートルの点

イ ＡからＢ見通し２６０メートルの点
ウ Ａから３０６度４０分４４５メートルの点
エ Ａから３４７度１０分４００メートルの点

西条市神
拝地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１８号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

西条市干拓地
先

ウエ、エオ、オカ、及びカウの４直線によって囲まれた区
域
基点 Ａ 西条市第二期西条干拓西側護岸角の標識
点 ア Ａから西条市第二期西条干拓西側護岸の延長線

上３４０メートルの点
イ Ａから西条市第二期西条干拓西側護岸の延長線
上１，２６０メートルの点

ウ アからＡアの直線に直角に西へ１２５メートルの
点
エ アからＡアの直線に直角に東へ６０メートルの点
オ イからＡイの直線に直角に東へ６０メートルの点
カ イからＡイの直線に直角に西へ１２５メートルの
点

西条市神
拝地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１９号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

西条市干拓地
先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線によって
囲まれた区域
基点 Ａ 西条市西条港西防波堤西側付根から護岸沿い西

へ６５０メートルの標識
Ｂ 西条市西条港西防波堤西側付根から護岸沿い西
へ１，１００メートルの標識

点 ア Ａから３３６度１，２００メートルの点
イ Ａから３３６度に，２００メートルの点
ウ イから３度１，２５０メートルの点
エ オから１６度４０分１，４００メートルの点
オ Ｂから３３６度２，２５０メートルの点
カ Ｂから３３６度１，２００メートルの点

西条市神
拝地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第２０号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

西条市市塚地
先

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直線によって囲まれ
た区域
基点 Ａ 西条市西ひうち（２号地）専用護岸東端の海上

保安部水路部測点から護岸沿い西へ３５８メートル
の標識
Ｂ 西条市西ひうち（２号地）専用護岸西端から護
岸沿い東へ１０メートルの標識

点 ア Ａから越智郡宮窪町美濃島西端見通し７１４メー
トルの点
イ Ａから越智郡宮窪町美濃島西端見通し３，０２０メ
ートルの点
ウ Ｂから越智郡宮窪町美濃島西端見通し３，２８０メ
ートルの点
エ Ｂから越智郡宮窪町美濃島西端見通し７８０メー
トルの点
オ アから２５３度３０分１，３３０メートルの点

西条市西
条地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第２１号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

西条市干拓地
先

Ａオ、エオ、ウエ、アウ及びアＢの５直線とＡＢ間の護岸
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 西条市西条港西防波堤から護岸沿い西へ４００メ

ートルの標識

西条市西
条地区

別記１及
び２のと
おり

－６－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｂ 西条市第２期西条干拓西側護岸角の標識
点 ア Ｂから西条市第２期西条干拓西側護岸延長線上

３４０メートルの点
イ Ｂから西条市第２期西条干拓西側護岸延長線上
１，２６０メートルの点
ウ Ｂから西条市第２期西条干拓西側護岸延長線上
３４０メートルの点から同延長線に直角に東６０メー
トルの点
エ Ｂから西条市第２期西条干拓西側護岸延長線上
１，２６０メートルの点から同延長線に直角に東予６０
メートルの点
オ Ａから３４０度９００メートルの点

燧特区
第２２号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

西条市干拓地
先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線によって
囲まれた区域
基点 Ａ 西条市西条港西防波堤西側付根

Ｂ Ａから護岸沿い西へ６５０メートルの標識
点 ア Ａから３３６度１，２００メートルの点

イ Ａから３３６度２，１００メートルの点
ウ Ａから今治市比岐島東端見通し３，３００メートル
の点
エ オから３度１，２５０メートルの点
オ Ｂから３３６度２，２００メートルの点
カ Ｂから３３６度１，２００メートルの点

西条市西
条地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第２３号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

西条市禎瑞地
先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エオ、オＢ、Ｅカ、カキ、キＦ
、ＧＨ、ＩＪ、Ｋク、クケ及びケＭの１４直線とＢＥ間、ＦＧ
間、ＨＩ間、ＪＫ間及びＭＡ間の最大高潮時海岸線から１０メ
ートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 西条市第２期西条干拓西側護岸角の標識

Ｂ Ｃから護岸沿い北へ７００メートルの標識
Ｃ 西条市と東予市との最大高潮時海岸線における
境界
Ｄ Ｃから護岸沿い南東へ１５０メートルの標識
Ｅ 東予市今在家護岸角
Ｆ 西条市氷見蛭子塩釜堤防護岸の根から護岸沿い
北へ３００メートルの標識

Ｇ 西条市氷見甲中山川左岸標識４号
Ｈ 西条市禎瑞八幡中山川右岸標識３号
Ｉ 西条市禎瑞長破根突端
Ｊ 西条市禎瑞難波新樋門東側の根
Ｋ 西条市禎瑞加茂川左岸標識２号
Ｌ 西条市古川加茂川右岸標識１号
Ｍ Ｌから３４７度１０分４００メートルの標識

点 ア Ａから西条市第２期西条干拓護岸の延長線上３４
０メートルの点
イ アからＡアに直角に西へ１２５メートルの点
ウ ＡからＡアの延長線上１，２６０メートルの点から
同延長線上に直角に西１２５メートルの点
エ Ｄから越智郡宮窪町梶島中央見通し９００メート
ルの点
オ Ｄから越智郡宮窪町梶島中央見通し８００メート
ルの点
カ Ｅから１３５度３０メートルの点
キ Ｅから９０度８０メートルの点
ク ＬからＫ見通し２６０メートルの点
ケ Ｌから３０６度４０分４４５メートルの点

西条市禎
瑞地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第２４号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

西条市禎瑞地
先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキアの７直線に
よって囲まれた区域
基点 Ａ 西条市西条港西堤防西側付根から護岸沿い西へ

１，１００メートルの標識

西条市禎
瑞地区

別記１及
び２のと
おり

－７－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｂ 西条市と東予市との最大高潮時海岸線における
境界から護岸沿い南東へ１５０メートルの標識

Ｃ 西条市第２期西条干拓西側護岸角の標識
点 ア Ａから３３６度１，２００メートルの点
イ Ａから３３６度２，２５０メートルの点
ウ イから１６度４０分１，４００メートルの点
エ Ａから今治市小平市島西端見通し３，６００メート
ルの点
オ Ｂから越智郡宮窪町梶島中央見通し２，２００メー
トルの点
カ Ｂから越智郡宮窪町梶島中央見通し１，２００メー
トルの点
キ Ｃから西条市第２期西条干拓西側護岸延長線上
北へ１，５００メートルの点

燧特区
第２５号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

東予市吉井地
先

Ａア、アイ、イウ、ウエ、エＤ及びオカの６直線とＡオ及
びカＤ間の最大高潮時海岸線から１１メートルの線とによって
囲まれた区域
基点 Ａ 東予市北条一ツ橋下流端右岸角標識

Ｂ 東予市今在家広江川橋下流端左岸標識
Ｃ Ｅから護岸沿い南３５５メートルの標識
Ｄ Ｅから護岸沿い南１００メートルの標識
Ｅ 東予市東予港中央岸壁南側右岸付根標識

点 ア Ａから６５度３０分４１メートルの点
イ Ｃから２１９度１３８メートルの点
ウ Ｃから２３９度３０メートルの点
エ Ｄから２６４度３０メートルの点
オ Ｂから広江川左岸護岸沿い南西へ１４０メートル
の標識
カ オから１２９度６０メートルの護岸標識

東予市吉
井地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第２６号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

東予市多賀地
先

Ｂア、アイ及びイＣの３直線とＢＣ間の最大高潮時海岸線
から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東予市北条一ツ橋下流端左岸角の標識

Ｂ Ａから護岸沿い北へ２０メートルの標識
Ｃ Ａから護岸沿い北へ２２０メートルの標識

点 ア Ｂから１３４度４５メートルの点
イ Ｃから１３４度４５メートルの点

東予市多
賀地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第２７号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

東予市北条地
先

ＡＢ及びアイの２直線とＡア及びＢイ間の最大高潮時海岸
線から５メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東予市崩口川川尻右岸角の標識

Ｂ 東予市崩口川川尻左岸角の標識
点 ア Ａから護岸沿い南へ１５０メートルの点

イ Ｂから護岸沿い南へ２００メートルの点

東予市多
賀地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第２８号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

東予市三津屋
地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大高潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 東予市崩口川川尻左岸角の標識

Ｂ Ａから護岸沿い西へ１００メートルの標識
点 ア Ａから４９度３０メートルの点

イ Ｂから１８度３０メートルの点

東予市多
賀地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第２９号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

東予市壬生川
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
。ただし、Ｂから東予市河原津漁港北防波堤南東端東角見通
し線より南西側６０メートルの間を除く。
基点 Ａ 東予市壬生川港西防波堤（１号突堤）西側の付

根から護岸沿い北西へ３０メートルの標識
Ｂ 東予市壬生川港西防波堤（２号突堤）南西端西
角
Ｃ 東予市壬生川港西防波堤（３号突堤）南西端西
角

東予市壬
生川地区

別記１及
び２のと
おり

－８－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｄ 東予市壬生川紡績工場埋立地護岸北西角から護
岸沿い南東へ２５メートルの標識

点 ア ＡからＣ見通し２５０メートルの点
イ ＡからＣ見通し８００メートルの点
ウ Ｄから５２度７００メートルの点
エ Ｄから５２度１６０メートルの点

燧特区
第３０号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

東予市大新田
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
。ただし、Ｃから東予市河原津漁港北防波堤南東端東角見通
し線より南西側６０メートルの間を除く。
基点 Ａ 東予市壬生川紡績工場埋立地護岸北西角から護

岸沿い南西へ２７０メートルの標識
Ｂ 東予市壬生川高須桧垣造船所角の防波堤北東端
東角
Ｃ 東予市壬生川港西防波堤（２号突堤）南西端西
角

点 ア ＡからＢ見通し１０メートルの点
イ アから５２度９６０メートルの点
ウ エから５２度１，０１０メートルの点
エ ＢからＡ見通し５メートルの点

東予市壬
生川地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第３１号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

東予市壬生川
地先

アウ、ウエ、エカ及びカアの４直線によって囲まれた区域
。ただし、東予市新川河口左岸波止突堤東角から魚島東端見
通し線の北西側１９０メートルの間及びイとオを結んだ直線の
北東側１６０メートルの間を除く。
基点 Ａ 東予市壬生川港西防波堤（１号突堤）西側付根

Ｂ 東予市大明神川河口右岸波止付根東側から護岸
沿い東へ５０メートルの標識

点 ア Ａから越智郡魚島村魚島東端見通し１，４５０メー
トルの点
イ Ａから越智郡魚島村魚島東端見通し１，７３０メー
トルの点
ウ Ａから越智郡魚島村魚島東端見通し２，１６０メー
トルの点
エ Ｂから越智郡魚島村魚島島頂見通し１，８６５メー
トルの点
オ Ｂから越智郡魚島村魚島島頂見通し１，４３０メー
トルの点
カ Ｂから越智郡魚島村魚島島頂見通し１，１５０メー
トルの点

東予市壬
生川地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第３２号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

東予市大新田
地先

Ｂイ、イウ、ウア及びＢの４直線によって囲まれた区域。
ただし、護岸から２０メートル以内の区域を除く。
基点 Ａ 東予市壬生川紡績工場埋立地護岸北西角

Ｂ Ａから護岸沿い南東へ２０メートルの点
点 ア Ａから護岸延長線北西へ３０メートルの点

イ Ｂから５２度２２７．５メートルの点
ウ アから５２度２２７．５メートルの点

東予市壬
生川地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第３３号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

東予市壬生川
地先

Ａア、アイ、イＢ及びＢＡの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東予市壬生川高須波止突端

Ｂ 東予市壬生川大明神川右岸波止突端
点 ア Ａから５２度５００メートルの点
イ Ｂから５２度３００メートルの点

東予市河
原津地区
及び同市
壬生川地
区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第３４号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

東予市大新田
地先

イウ、ウエ、エオ及びオイの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東予市壬生川紡績工場埋立地護岸北西角

Ｂ Ａから護岸沿い南東へ２０メートルの点
点 ア Ａから護岸延長線北西へ３０メートルの点

イ Ｂから５２度２２７．５メートルの点
ウ Ｂから５２度４５５メートルの点
エ アから５２度４５５メートルの点

東予市河
原津地区

別記１及
び２のと
おり

－９－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

オ アから５２度２２７．５メートルの点

燧特区
第３５号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

東予市河原津
地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線によって
囲まれた区域
基点 Ａ 東予市楠河東工区干拓地護岸東角から西へ１００

メートルの標識
Ｂ 東予市楠河西工区干拓地護岸東角から護岸沿い
西へ２００メートルの標識

点 ア Ａから４９度４００メートルの点
イ Ａから４９度５００メートルの点
ウ Ａから香川県伊吹島中央見通し５００メートルの
点
エ ウから越智郡魚島村魚島島頂見通し９００メート
ルの点
オ Ｂから越智郡魚島村魚島島頂見通し１，１００メー
トルの点
カ Ｂから越智郡魚島村魚島島頂見通し３００メート
ルの点

東予市河
原津地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第３６号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

東予市河原津
地先

Ａア、アイ、イＢ及びＢＡの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東予市河原津北川左岸防波堤北端

Ｂ 東予市河原津旧山本川防波堤北端
点 ア Ａから東予市楠河西干拓地護岸に平行（護岸か

ら３５メートルの間隔）に北東３００メートルの点
イ Ｂから東予市大崎鼻見通し３００メートルの点

東予市河
原津地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第３７号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

東予市河原津
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 東予市河原津漁港西防波堤西側付根

Ｂ 東予市大崎鼻
点 ア Ａから越智郡魚島村魚島島頂見通し３００メート

ルの点
イ Ａから越智郡魚島村魚島島頂見通し９００メート
ルの点
ウ Ｂから香川県伊吹島中央見通し５００メートルの
点
エ Ｂから東予市楠河西干拓西角見通し２００メート
ルの点

東予市河
原津地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第３８号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

今治市桜井地
先

Ａから今治市比岐島西端見通し線とＢから同市平市島南端
見通し線との間の最大高潮時海岸線から８００メートルの線と
同海岸線から２００メートルの線とによって囲まれた区域。た
だし、Ｃから今治市比岐島西端見通し線とＣから同市平市島
南端見通し線との間の区域を除く。
基点 Ａ 今治市桜井暗古樋の石柱

Ｂ 今治市桜井沖浦メバル磯
Ｃ 今治市桜井漁港南防波堤付根

今治市桜
井地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第３９号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌５月３１日ま
で

今治市桜井地
先

Ａア、アイ、イウ及びウＡの４直線によって囲まれた区域
。
基点 Ａ 今治市桜井河口港右岸突堤北角
点 ア Ａから１５９度３０分３３２メートルの点
イ アからニシ磯北端見通し７８メートルの点
ウ Ａからニシ磯北端見通し７５メートルの点

今治市桜
井地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第４０号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

今治市東村地
先

Ａから越智郡宮窪町梶島南端見通し線とＢから今治市比岐
島西端見通し線との間の最大高潮時海岸線から３００メートル
以内の区域
基点 Ａ 今治市鳥生と同市喜田村との最大高潮時海岸線

における境界とＢとの中間の標識
Ｂ 今治市桜井暗古樋の石柱

今治市桜
井地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第４１号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

今治市平市島
地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線によって
囲まれた区域

今治市桜
井地区

別記１及
び２のと
おり

－１０－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

基点 Ａ 今治市平市島西北端
Ｂ 今治市平市島北端
Ｃ 今治市小平市島東北端

点 ア Ａから越智郡吉海町大字仁江志津見漁港東防波
堤付根見通し１００メートルの点

イ Ａから越智郡吉海町大字仁江志津見漁港東防波
堤付根見通し３００メートルの点

ウ Ｂから今治市松島島頂見通し３００メートルの点
エ Ｃから今治市比岐島東南端見通し３００メートル
の点
オ Ｃから今治市比岐島東南端見通し１００メートル
の点
カ Ｂから今治市松島島頂見通し１００メートルの点

燧特区
第４２号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市比岐島
地先

Ａア、アイ及びイウの３直線とＡウ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 今治市比岐島１３９５番地の電柱
点 ア Ａから１９５度９５メートルの点
イ Ａから１６７度３０分１３８メートルの点
ウ Ａから１３１度１４８メートルの点

今治市今
治地区

別記２及
び３のと
おり

燧特区
第４３号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

今治市比岐島
地先

Ｅウ、ウイ、イア、アＢ、ＢＣ、Ｃエ及びエＤの７直線と
ＥからＡを経てＤに至る間の最大低潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点 Ａ 今治市比岐島東北端の標識１号

Ｂ 今治市比岐島粒島島頂
Ｃ 今治市比岐島松島（ハチ島）島頂
Ｄ 今治市比岐島南西鼻
Ｅ 今治市比岐島南東鼻
Ｆ 今治市比岐島東端

点 ア Ａから今治市小比岐島島頂見通し２００メートル
の点
イ Ｆから９０度２００メートルの点
ウ Ｅから今治市小平市島東端見通し２００メートル
の点
エ Ｄから今治市小平市島北端見通し２００メートル
の点

今治市今
治地区

別記１、
２及び３
のとおり

燧特区
第４４号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市竜登川
地先

Ａア、アエ、エウ、ウイ及びイＢの５直線とＡＢ間におけ
る最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 今治市鳥生と同市喜田村との最大高潮時海岸線

における境界と同市桜井暗古樋との中間の標識
Ｂ Ｃから１４７度８７３メートルの点（富田海岸パラペ
ット上の標識）
Ｃ 今治市鳥生と同市喜田村との最大高潮時海岸線
における境界

点 ア Ａから越智郡宮窪町梶島南端見通し３００メート
ルの点
イ Ｂから５１度３３２メートルの点
ウ イから１４１度４メートルの点
エ ウから５１度延長線とＡアより１１０度３０分の延長
線との交点

今治市今
治地区

別記２の
とおり

燧特区
第４５号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市竜登川
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 今治市今治港東防波堤（北緯３４度４分２５秒、東

経１３３度０分２２秒）から１４１度１５分２１００メートルの
標識
Ｂ 今治市鳥生と同市喜田村との最大高潮時海岸線
における境界

点 ア Ａから８１度３００メートルの点
イ Ａから８１度２４１メートルの点
ウ Ｂから２０度２３６メートルの点

今治市今
治地区

別記２の
とおり

－１１－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

エ ウから６０度見通し線とアから１５１度見通し線と
の交点

燧特区
第４６号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

今治市今治地
先

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線とＡＢ間の最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域。ただし、ＤＥとＤＥ間の最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除く。
基点 Ａ 今治市今治港東防波堤付根

Ｂ 今治市新港湾蔵敷護岸付根
Ｃ 今治市新港湾蔵敷防波堤北端
Ｄ 今治市天保山２丁目１の１協和飼料桟橋南端か
ら護岸沿い南へ５０メートルの標識

Ｅ Ｄから４８度９０メートルの点
点 ア Ａから越智郡宮窪町梶島南端見通し２００メート

ルの点
イ ウから３４８度５分３０５メートルの点
ウ ＢからＣ見通し３５メートルの点

今治市今
治地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第４７号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市浅川地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 今治市浅川北防波堤から最大高潮時海岸線沿い

北２００メートルの点
Ｂ 今治市大新田町１丁目３番地の６０内の石柱（旧
高松下）

点 ア Ａから越智郡宮窪町梶島北端見通し２０メートル
の点
イ Ａから越智郡宮窪町梶島北端見通し３００メート
ルの点
ウ Ｂから越智郡吉海町長瀬鼻見通し３００メートル
の点
エ Ｂから越智郡吉海町長瀬鼻見通し２０メートルの
点

今治市今
治地区

別記２及
び３のと
おり

燧特区
第４８号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡魚島村
江ノ島地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ及びカアの６直線によって
囲まれた区域。ただし、江ノ島漁港防波堤突端から９０度の線
から南側９０メートルの間の区域を除く。
基点 Ａ 越智郡魚島村江ノ島ガンド鼻

Ｂ 越智郡魚島村江ノ島天満鼻
Ｃ 越智郡魚島村江ノ島南鼻

点 ア Ａから９０度６００メートルの点
イ Ａから９０度８００メートルの点
ウ Ｂから９５度７００メートルの点
エ Ｃから１１０度７００メートルの点
オ Ｃから１１０度５００メートルの点
カ Ｂから９５度５００メートルの点

越智郡魚
島村

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第４９号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡魚島村
魚島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡魚島村魚島小崎鼻

Ｂ 越智郡魚島村魚島桜田洲鼻
点 ア Ａから８２度５００メートルの点
イ Ａから８８度１，０００メートルの点
ウ Ｂから１２０度１，１００メートルの点
エ Ｂから１４０度５５０メートルの点

越智郡魚
島村

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第５０号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡魚島村
魚島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡魚島村魚島俵崎

Ｂ 越智郡魚島村魚島小崎鼻
点 ア Ａから０度７００メートルの点
イ Ａから５度１，２００メートルの点
ウ Ｂから２７度１，３５０メートルの点
エ Ｂから４０度８５０メートルの点

越智郡魚
島村

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第５１号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡魚島村
魚島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡魚島村魚島篠塚漁港防波堤付根より先端

に向かって防波堤沿い５０メートルの標識

越智郡魚
島村

別記２の
とおり

－１２－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｂ 越智郡魚島村魚島篠塚漁港防波堤付根より先端
に向かって防波堤１２５メートルの標識（灯籠跡）

点 ア Ａから３００度１５０メートルの点
イ Ａから３００度２２０メートルの点
ウ Ｂから３１９度２００メートルの点
エ Ｂから３１５度１３０メートルの点

燧特区
第５２号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡魚島村
魚島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡魚島村魚島ジャコ干鼻

Ｂ 越智郡魚島村魚島人討ノ鼻
点 ア Ａから越智郡宮窪町美濃島南端見通し１００メー

トルの点
イ Ａから越智郡宮窪町美濃島南端見通し５００メー
トルの点
ウ Ｂから越智郡宮窪町梶島北端見通し５００メート
ルの点
エ Ｂから越智郡宮窪町梶島北端見通し１００メート
ルの点

越智郡魚
島村

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第５３号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡魚島村
高井神島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
。ただし、Ｃから９１度の線とＤから１００度の線との区域を除
く。
基点 Ａ 越智郡魚島村高井神島宮ノ越鼻

Ｂ 越智郡魚島村高井神島三角落（くずれ）
Ｃ 越智郡魚島村高井神島東防波堤突端
Ｄ 越智郡魚島村高井神島西防波堤付根から南２０メ
ートルの標識

点 ア Ａから７０度６００メートルの点
イ Ａから７０度１，１００メートルの点
ウ Ｂから６４度１，１００メートルの点
エ Ｂから６４度６００メートルの点

越智郡魚
島村

別記１、
２及び３
のとおり

燧特区
第５４号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

８月２０日から
翌４月３０日ま
で

越智郡弓削町
豊島地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキアの７直線に
よって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡弓削町豊島小島ノ鼻
点 ア Ａから２８１度１，１５０メートルの点
イ Ａから３１０度１，５００メートルの点
ウ Ａから３４７度１，５００メートルの点
エ Ａから３５度１，５００メートルの点
オ Ａから６８度１，７００メートルの点
カ Ａから１０１度１，８００メートルの点
キ Ａから３５度４２０メートルの点

越智郡弓
削町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第５５号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

８月２０日から
翌４月３０日ま
で

越智郡弓削町
百貫島地先

越智郡弓削町百貫島の周辺最大低潮時海岸線から５００メー
トルの線と同海岸線から１，０００メートルの線とによって囲ま
れた区域。ただし、アイ、ウエの２直線と百貫島の周辺最大
低潮時海岸線から５００メートルの線アウ及び同海岸線から１，０
００メートルの線イエによって囲まれた区域を除く。
基点 Ａ 越智郡弓削町百貫島西端
点 ア Ａから３０５度の直線と百貫島の周辺最大低潮時

海岸線から５００メートルの線との交点
イ Ａから３０５度の直線と百貫島の周辺最大低潮時
海岸線から１，０００メートルの線との交点

ウ Ａから２７１度の直線と百貫島の周辺最大低潮時
海岸線から５００メートルの線との交点
エ Ａから２８７度の直線と百貫島の周辺最大低潮時
海岸線から１，０００メートルの線との交点

越智郡弓
削町

別記１、
２及び３
のとおり

燧特区
第５６号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

８月２０日から
翌４月３０日ま
で

越智郡弓削町
大谷地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オコ、コケ、ケク、クキ、キカ
及びカアの１０直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡弓削町弓削島馬立東鼻

Ｂ 越智郡弓削町弓削島大岳ノ鼻

越智郡弓
削町

別記１、
２及び３
のとおり

－１３－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｃ 越智郡弓削町弓削島大谷鼻
Ｄ 越智郡弓削町弓削島小岳鼻
Ｅ 越智郡弓削町弓削島狩尾防波堤先端

点 ア Ａから広島県田島南端見通し４００メートルの点
イ Ｂから岡山県六島南端見通し６００メートルの点
ウ Ｃから香川県円上島島頂見通し６００メートルの
点
エ Ｄから越智郡弓削町豊島小島ノ鼻見通し６００メ
ートルの点
オ Ｅから越智郡弓削町豊島臼ノ鼻見通し８５０メー
トルの点
カ Ａから広島県田島南端見通し９００メートルの点
キ Ｂから岡山県六島南端見通し１，２００メートルの
点
ク Ｃから香川県円上島島頂見通し１，２００メートル
の点
ケ Ｄから越智郡弓削町豊島小島ノ鼻見通し１，２００
メートルの点
コ Ｅから越智郡弓削町豊島臼ノ鼻見通し１，４００メ
ートルの点

燧特区
第５７号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

８月２０日から
翌４月３０日ま
で

越智郡弓削町
久司浦地先

Ａア、アイ、イＢ、及びＢＡの４直線によって囲まれた区
域
基点 Ａ 越智郡弓削町弓削島鯨漁港西防波堤付根

Ｂ 越智郡弓削町弓削島沢津突堤付根
点 ア Ａから広島県因島地蔵鼻（御ヶ崎）見通し３５０

メートルの点
イ Ｂから広島県因島地蔵鼻（御ヶ崎）見通し３５０
メートルの点

越智郡弓
削町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第５８号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

８月２０日から
翌４月３０日ま
で

越智郡弓削町
引野地先

Ｄイ、イア、アＡ、ＡＢ及びＢＣの５直線とＣＤ間の最大
低潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡弓削町弓削島大櫛田護岸北角

Ｂ 越智郡弓削町弓削島今出突堤付根
Ｃ 越智郡弓削町弓削島引野突堤付根
Ｄ 越智郡弓削町弓削島伊勢ヶ鼻

点 ア Ａから広島県因島宇崎見通し２００メートルの点
イ Ｄから広島県因島鰓ノ鼻見通し５０メートルの点

越智郡弓
削町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第５９号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡生名村
砂浜地先

Ａア、アイ、及びイＢの３直線とＡＢ間の最大高潮時海岸
線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡生名村砂浜東護岸付根

Ｂ 越智郡生名村稲浦東鼻
点 ア Ａから越智郡岩城村赤穂根島法師崎見通し１３０

メートルの点
イ Ｂから越智郡弓削町蛸崎鼻見通し８０メートルの
点

越智郡生
名村

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第６０号

第１種
区画漁
業

ひおう
ぎ養殖
業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡生名村
砂浜地先

ＡＢ、Ｂイ、イア及びアＡの４直線によって囲また区域。
ただし、ＡとＢの最大高潮時海岸線から１０メートルの区域を
除く。
基点 Ａ 汐早の鼻

Ｂ 横浜南端鼻
点 ア Ａから越智郡岩城村６０１７番地埋立地北端見通し

５０メートルの点
イ Ｂから越智郡岩城村６０１７番地埋立地北端見通し
５０メートルの点

越智郡生
名村

別記２の
とおり

燧特区
第６１号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡生名村
持田地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡生名村汐早の鼻

Ｂ 越智郡生名村恵生前護岸北角から護岸沿い南へ
２０メートルの標識

越智郡生
名村

別記２の
とおり

－１４－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｃ 越智郡生名村後新開護岸北角
点 ア Ｂから越智郡岩城村長江の鼻東端見通し８０メー

トルの点
イ Ｂから越智郡岩城村長江の鼻東端見通し線とＡ
から越智郡生名村大串鼻西端を結んだ直線との交
点
ウ Ｃから越智郡岩城村長江総合グランド東角見通
し線とＡから越智郡生名村大串鼻西端を結んだ直
線との交点
エ Ｃから越智郡岩城村長江総合グランド東角見通
し２６０メートルの点

燧特区
第６２号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡岩城村
長江井ノ浦地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡岩城村長江八人ケ塔鼻

Ｂ 越智郡岩城村長江川河口右岸から海岸線沿い北
へ７５メートルの標識

点 ア Ａから越智郡生名村小島見通し９０メートルの点
イ Ａから越智郡生名村小島見通し２００メートルの
点
ウ Ｂから越智郡生名村大島見通し１５０メートルの
点
エ Ｂから越智郡生名村大島見通し６０メートルの
点

越智郡岩
城村

別記２の
とおり

燧特区
第６３号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡岩城村
浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡岩城村菰隠崎東端５０メートル沖の灯標

Ｂ 越智郡岩城村菰隠崎東端
Ｃ 越智郡岩城村浜先鳩岡の標識
Ｄ 越智郡岩城村２４５６番地前護岸西角
Ｅ 越智郡岩城村浜防波堤西側付根
Ｆ 越智郡岩城村西防波堤先標識

点 ア ＢからＥ見通し線とＣから１８０度見通し線との
交点
イ ＡからＦ見通し線とＣから１８０度見通し線との
交点
ウ ＡからＦ見通し線とＤから１８０度見通し線との
交点
エ ＢからＥ見通し線とＤから１８０度見通し線との
交点

越智郡岩
城村

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第６４号

第１種
区画漁
業

ひおう
ぎ養殖
業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡岩城村
浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡岩城村菰隠崎東端５０メートル沖の灯標

Ｂ 越智郡岩城村菰隠崎東端
Ｃ 越智郡岩城村２４５６番地前護岸西角
Ｄ 越智郡岩城村２４５５－２番地（村営鳩岡住宅）前
護岸東角
Ｅ 越智郡岩城村浜防波堤終端
Ｆ 越智郡岩城村西防波堤先端標識

点 ア ＢからＥ見通し線とＣから１８０度見通し線との
交点
イ ＡからＦ見通し線とＣから１８０度見通し線との
交点
ウ ＡからＦ見通し線とＤから１８０度見通し線との
交点
エ ＢからＥ見通し線とＤから１８０度見通し線との
交点

越智郡岩
城村

別記２の
とおり

燧特区
第６５号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡岩城村
浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡岩城村菰隠崎東端５０メートル沖の灯標

Ｂ 越智郡岩城村菰隠崎の東端
Ｃ 越智郡岩城村２４５５－２番地（村営鳩岡住宅）前
護岸東角

越智郡岩
城村

別記２の
とおり

－１５－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｄ 越智郡岩城村２２６２－１番地前護岸標識
Ｅ 越智郡岩城村浜防波堤西端付け根
Ｆ 越智郡岩城村西防波堤先端標識

点 ア ＢからＥ見通し線とＣから１８０度見通し線との
交点
イ ＡからＦ見通し線とＣから１８０度見通し線との
交点
ウ ＡからＦ見通し線とＤから１８０度見通し線との
交点
エ ＢからＥ見通し線とＤから１８０度見通し線との
交点

燧特区
第６６号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡岩城村
雁浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡岩城村先田名後の標識

Ｂ 越智郡岩城村２１５－１番地の水路口
点 ア Ａから越智郡岩城村赤穂根島法師崎見通し２０

０メートルの点
イ Ｂから越智郡岩城村赤穂根島三谷鼻見通し２０
０メートルの点
ウ Ｂから越智郡岩城村赤穂根島三谷鼻見通し１０
０メートルの点
エ Ａから越智郡岩城村赤穂根島法師崎見通し１０
０メートルの点

越智郡岩
城村

別記２の
とおり

燧特区
第６７号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡伯方町
大字木浦瀬戸
浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡伯方町大字木浦大角豆島南端
点 ア Ａから６０度８５０メートルの点

イ Ａから伯方町大字木浦首頭崎突端見通し８００メ
ートルの点
ウ Ａから伯方町大字木浦首頭崎突端見通し３５０メ
ートルの点
エ Ａから４１度４４０メートルの点

越智郡伯
方町

別記２の
とおり

燧特区
第６８号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡伯方町
大字木浦瀬戸
浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡伯方町大字木浦東長崎東端
点 ア Ａから６０度６２０メートルの点
イ Ａから７４度４７０メートルの点
ウ Ａから１７度３２５メートルの点
エ Ａから２１度５３０メートルの点

越智郡伯
方町

別記２の
とおり

燧特区
第６９号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡伯方町
北浦石風呂鼻
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡伯方町大字北浦沖ノ小島島頂
点 ア 伯方町大字北浦港東側防波堤突端から伯方町大

字北浦港西側防波堤突端見通し２８０メートルの点
イ Ａから２２３度４８０メートルの点
ウ Ａから２１０度４７０メートルの点
エ 伯方町大字北浦港東側防波堤突端から伯方町大
字北浦港西側防波堤突端見通し１７０メートルの点

越智郡伯
方町

別記２の
とおり

燧特区
第７０号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡伯方町
大字北浦トウ
ビョウ鼻地先

Ａア、アイ及びイウの３直線とウＡ間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 越智郡伯方町大字北浦トウビョウ鼻
点 ア Ａから６９度１５０メートルの点

イ Ａから１１４度２１０メートルの点
ウ Ａから１５９度１５０メートルの点

越智郡伯
方町

別記２の
とおり

燧特区
第７１号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡伯方町
北浦石風呂鼻
地先

アイ、イウ及びウＣの３直線及びＣア間の最大低潮時海岸
線から１０メートルの線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 越智郡伯方町大字北浦沖ノ小島島頂
Ｂ 越智郡伯方町大字北浦北浦港西側防波堤突端
Ｃ 越智郡伯方町大字北浦北浦港東側防波堤突端

点 ア Ａから１４０度１８０メートルの点
イ Ａから２１５度５０メートルの点

越智郡伯
方町

別記２の
とおり

－１６－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

ウ ＣからＢ見通し１７０メートルの点

燧特区
第７２号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡伯方町
北浦石風呂鼻
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡伯方町大字北浦桟橋東側取付部
点 ア Ａから４８度４００メートルの点

イ Ａから４５度５５０メートルの点
ウ Ａから５５度５７０メートルの点
エ Ａから６２度４３０メートルの点

越智郡伯
方町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第７３号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡伯方町
大字北浦丸小
山地先

アイ、イウ及びウエの３直線とエア間の最大低潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 越智郡伯方町大字北浦丸小山北端
点 ア Ａから８２度２００メートルの点
イ Ａから５３度２２０メートルの点
ウ Ａから３５０度１００メートルの点
エ Ａから１７１度６０メートルの点

越智郡伯
方町

別記２の
とおり

燧特区
第７４号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡伯方町
大字伊方大長
崎地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡伯方町大字伊方大長崎
点 ア Ａから１２７度４２０メートルの点
イ Ａから１４８度４００メートルの点
ウ Ａから１６７度１００メートルの点
エ Ａから９３度１４０メートルの点

越智郡伯
方町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第７５号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡伯方町
大字伊方枝越
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡伯方町大字伊方石風呂鼻防波堤突端
点 ア Ａから２６８度３５０メートルの点
イ Ａから２２９度４００メートルの点
ウ Ａから２４０度５９０メートルの点
エ Ａから２６５度５６０メートルの点

越智郡伯
方町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第７６号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡伯方町
大字伊方枝越
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡伯方町大字伊方石風呂鼻防波堤西側付根
点 ア Ａから伯方町大字伊方観音鼻南端見通し５０メー

トルの点
イ Ａから１７８度２１０メートルの点
ウ Ａから２２６度４００メートルの点
エ Ａから伯方町大字伊方観音鼻南端見通し３５０メ
ートルの点

越智郡伯
方町

別記２の
とおり

燧特区
第７７号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡伯方町
大字有津梅地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡伯方町大字有津甲２３５８番地（伯方高校）

西端角
点 ア Ａから３８度１７０メートルの点

イ Ａから３０９度１０メートルの点
ウ Ａから３０９度２１０メートルの点
エ Ａから３４７度２７０メートルの点

越智郡伯
方町

別記２の
とおり

燧特区
第７８号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡伯方町
大字木浦大谷
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡伯方町大字木浦松ケ鼻
点 ア Ａから伯方町大字木浦二ッ磯南端見通し３００メ

ートルの点
イ Ａから４０度３８０メートルの点
ウ Ａから６０度８５０メートルの点
エ Ａから伯方町大字木浦二ッ磯南端見通し８００メ
ートルの点

越智郡伯
方町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第７９号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡宮窪町
四阪島明神島
東部地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町四阪島明神島明神鼻から南へ海岸

沿い１９０メートルの標識
Ｂ 越智郡宮窪町四阪島明神島十文字鼻

点 ア Ａから１１０度１００メートルの点
イ Ａから１１０度３００メートルの点

越智郡宮
窪町

別記１、
２及び３
のとおり

－１７－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

ウ Ｂから１１０度３００メートルの点
エ Ｂから１１０度１００メートルの点

燧特区
第８０号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡宮窪町
四阪島美濃島
東部地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町四阪島美濃島東側防波堤突端

Ｂ 越智郡宮窪町四阪島美濃島東南部突端の標識
点 ア Ａから１２６度２５０メートルの点
イ Ａから１２６度４５０メートルの点
ウ Ｂから１２６度２８０メートルの点
エ Ｂから１２６度８０メートルの点

越智郡宮
窪町

別記１、
２及び３
のとおり

燧特区
第８１号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡宮窪町
四阪島鼠島西
部地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町四阪島鼠島西端の標識

Ｂ 越智郡宮窪町四阪島鼠島南端の標識
点 ア Ａから２６０度２００メートルの点
イ Ａから２６０度５００メートルの点
ウ Ｂから２６０度６５０メートルの点
エ Ｂから２６０度３５０メートルの点

越智郡宮
窪町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第８２号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡宮窪町
四阪島梶島東
部地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町四阪島梶島東北端の標識

Ｂ 越智郡宮窪町四阪島梶島砂の鼻
点 ア Ａから１００度１００メートルの点
イ Ａから１００度３００メートルの点
ウ Ｂから１１０度４２０メートルの点
エ Ｂから１１８度２３０メートルの点

越智郡宮
窪町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第８３号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡宮窪町
四阪島梶島西
部地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町四阪島梶島西端から海岸沿い南東

１００メートルの標識
Ｂ 越智郡宮窪町四阪島梶島南端から海岸沿い北西
２００メートルの標識

点 ア Ａから２５０度１５０メートルの点
イ Ａから２５０度４５０メートルの点
ウ Ｂから２５０度４５０メートルの点
エ Ｂから２５０度１５０メートルの点

越智郡宮
窪町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第８４号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡宮窪町
早川地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町早川港西防波堤石積部突端

Ｂ 越智郡宮窪町早川港西防波堤コンクリート部２０
メートルの点

点 ア Ａから２８６度１０メートルの点
イ Ａから２８６度５０メートルの点
ウ Ｂから２８５度５０メートルの点
エ Ｂから２８５度１０メートルの点

越智郡宮
窪町

別記２の
とおり

燧特区
第８５号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡宮窪町
余所国地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町早川港東側防波堤東側突端
点 ア Ａから９０度６２０メートルの点
イ Ａから９８度６３０メートルの点
ウ Ｂから９６度８８０メートルの点
エ Ｂから９０度８７０メートルの点

越智郡宮
窪町

別記２の
とおり

燧特区
第８６号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡宮窪町
余所国地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町余所国１３７２番地地先防波堤西側突

端
点 ア Ａから２８８度２２０メートルの点
イ Ａから３５４度９０メートルの点
ウ Ａから３５４度４０メートルの点
エ Ａから２７７度２００メートルの点

越智郡宮
窪町

別記２の
とおり

燧特区
第８７号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡宮窪町
見近島北部地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町見近島西端の標識

越智郡宮
窪町

別記２の
とおり

－１８－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

Ｂ 越智郡宮窪町見近島北端の標識
点 ア Ａから３５０度６０メートルの点

イ Ｂから３５０度１６０メートルの点
ウ Ｂから３５０度１２０メートルの点
エ Ｂから３５０度２０メートルの点

燧特区
第８８号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡宮窪町
鵜島北部地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とによ
って囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町鵜島甲の鼻

Ｂ 越智郡宮窪町鵜島唐崎から海岸沿い西へ３００メ
ートルの標識

点 ア Ａから９０度２８０メートルの点

越智郡宮
窪町

別記２の
とおり

燧特区
第８９号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡宮窪町
鵜島北東部地
先

Ｂア、アイ及びイＡの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町鵜島唐崎

Ｂ Ａから海岸沿い西へ２００メートルの標識
点 ア Ｂから３３０度１００メートルの点
イ Ａから３３０度１００メートルの点

越智郡宮
窪町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第９０号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡宮窪町
鵜島東南部地
先

Ｂイ、イア及びアＡの３直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町鵜島妙道鼻

Ｂ 越智郡宮窪町鵜島大もうじの標識
点 ア Ａから１３１度５０メートルの点
イ Ｂから１３１度１００メートルの点

越智郡宮
窪町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第９１号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡宮窪町
戸代地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町戸代鼻から海岸沿い西南へ７５０メ

ートルの標識
Ｂ 越智郡宮窪町戸代鼻から海岸沿い西南へ４６０メ
ートルの標識

点 ア Ａから３４０度５０メートルの点
イ Ａから３４０度１５０メートルの点
ウ Ｂから３４０度１５０メートルの点
エ Ｂから３４０度５０メートルの点

越智郡宮
窪町

別記２の
とおり

燧特区
第９２号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡宮窪町
友浦横島北部
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町友浦横島丸もうじ鼻

Ｂ 越智郡宮窪町友浦横島大もうじ鼻
点 ア Ａから越智郡宮窪町友浦黒鼻見通し６０メートル

の点
イ Ａから越智郡宮窪町友浦黒鼻見通し２００メート
ルの点
ウ Ｂから越智郡宮窪町友浦カマギ島西端見通し２０
０メートルの点
エ Ｂから越智郡宮窪町友浦カマギ島西端見通し６０
メートルの点

越智郡宮
窪町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第９３号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌２月２０日ま
で

越智郡宮窪町
友浦地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町友浦姫祖の鼻

Ｂ 越智郡宮窪町友浦荒神川河口右岸
点 ア Ａから１３９度７００メートルの点

イ Ａから１３９度９００メートルの点
ウ Ｂから１６４度１，２００メートルの点
エ Ｂから１６４度１，０００メートルの点

越智郡宮
窪町

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第９４号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡宮窪町
友浦九十九島
北部地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡宮窪町友浦港西側防波堤基部から突端へ

７０メートルの標識
Ｂ 越智郡宮窪町友浦小野鼻突端

点 ア Ａから越智郡宮窪町友浦九十九島西北端見通し
３００メートルの点

越智郡宮
窪町

別記２の
とおり

－１９－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

イ Ａから越智郡宮窪町友浦九十九島西北端見通し
４５０メートルの点
ウ Ｂから越智郡宮窪町友浦九十九島東端見通し６５
０メートルの点
エ Ｂから越智郡宮窪町友浦九十九島東端見通し５０
０メートルの点

燧特区
第９５号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡吉海町
大字仁江平草
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡吉海町大字仁江と同郡宮窪町大字友浦と

の最大高潮時海岸線における境界
Ｂ 越智郡吉海町大字仁江平草（通称トビガス）

点 ア Ａから今治市比岐島東端見通し５０メートルの点
イ Ａから今治市比岐島東端見通し２００メートルの
点
ウ Ｂから今治市比岐島東端見通し３５０メートルの
点
エ Ｂから今治市比岐島東端見通し５０メートルの点

越智郡吉
海町津倉
地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第９６号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡吉海町
大字仁江平草
地先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク及びクアの８
直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡吉海町大字仁江１９９６番地地先の標識（通

称トビガス）
Ｂ 越智郡吉海町大字仁江平草ダケノ鼻
Ｃ 越智郡吉海町大字仁江志津見上ノ鼻
Ｄ 越智郡吉海町大字志津見漁港西防波堤東側付根

点 ア Ａから今治市比岐島東端見通し５０メートルの点
イ Ａから今治市比岐島東端見通し３５０メートルの
点
ウ Ｂから今治市比岐島東端見通し３００メートルの
点
エ Ｄから今治市比岐島東端見通し５００メートルの
点
オ Ｄから今治市比岐島東端見通し１８０メートルの
点
カ Ｃから今治市小比岐島東端見通し１５０メートル
の点
キ Ｃから今治市小比岐島東端見通し７０メートルの
点
ク Ｂから今治市比岐島東見通し５０メートルの点

越智郡吉
海町津倉
地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第９７号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡吉海町
大字仁江志津
見地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡吉海町大字仁江志津見上ノ鼻

Ｂ 越智郡吉海町大字志津見漁港東防波堤第２曲点
の標識

点 ア Ａから今治市小比岐島東端見通し７０メートルの
点
イ Ａから今治市小比岐島東端見通し１５０メートル
の点
ウ Ｂから今治市比岐島西端見通し１４０メートルの
点
エ Ｂから今治市比岐島西端見通し６０メートルの点

越智郡吉
海町津倉
地区

別記２の
とおり

燧特区
第９８号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡吉海町
大字沖浦地先

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直線によって囲まれ
た区域
基点 Ａ 越智郡吉海町志津見漁港南防波堤西側付根

Ｂ 越智郡吉海町大字名おそが崎
Ｃ 越智郡吉海町大字名垂水中磯から西へ５０メート
ルの標識

点 ア Ａから今治市比岐島東端見通し５０メートルの点
イ Ａから今治市比岐島東端見通し４５０メートルの
点
ウ Ｃから今治市比岐島東端見通し２５０メートルの

越智郡吉
海町津倉
地区

別記１及
び２のと
おり

－２０－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

点
エ Ｃから今治市比岐島東端見通し５０メートルの点
オ Ｂから今治市比岐島東端見通し５０メートルの点

燧特区
第９９号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡吉海町
大字名江越地
先

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキアの７直線に
よって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡吉海町大字名江越ハゲの鼻

Ｂ 越智郡吉海町大字名江越風無東の鼻
Ｃ 越智郡吉海町大字名江越中央標識
Ｄ 越智郡吉海町大字名江越海底電線施設所から海
岸沿い西へ５０メートルの標識

点 ア Ａから今治市比岐島西端見通し２０メートルの点
イ Ａから今治市比岐島西端見通し４０メートルの点
ウ Ｂから今治市比岐島西端見通し１００メートルの
点
エ Ｄから越智郡宮窪町四阪島梶島北端見通し１５０
メートルの点
オ Ｄから越智郡宮窪町四阪島梶島北端見通し５０メ
ートルの点
カ Ｃから今治市比岐島西端見通し７０メートルの点
キ Ｂから今治市比岐島西端見通し５０メートルの点

越智郡吉
海町津倉
地区

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１００
号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

今治市馬島地
先

ＡＢの直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点 Ａ 今治市馬島渦ノ鼻

Ｂ 今治市馬島荒神鼻

越智郡吉
海町渦浦
地区及び
今治市馬
島

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１０１
号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

今治市馬島地
先

ＡＢの直線とＡＢ間の最大低潮時海岸線とによって囲まれ
た区域。ただし、Ａコ、コオ、オカ、カキ、キク、クケの６
直線とＡケ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域（
平成２年７月２７日付けで本州四国連絡橋公団と渦浦漁業協同
組合ほか１７組合が締結した漁業補償の区域）を除く。
基点 Ａ 今治市馬島ハナレ鼻

Ｂ 今治市馬島小浦崎
Ｃ 今治市馬島字馬島乙６２７番地馬島三角点

点 ア Ｃから２４４度４０分４０３メートルの点
イ アから１５５度２０メートルの点
ウ イから２４５度５９メートルの点
エ ウから３３５度８７メートルの点
オ エから６５度５９メートルの点
カ オから１５５度４４メートルの点
キ カから６５度３４メートルの点
ク キから３３５度２０メートルの点
ケ クから６５度５１メートルの点
コ ＡとＢを結んだ直線とエとオを結んだ直線との
交点

越智郡吉
海町渦浦
地区及び
今治市馬
島

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１０２
号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡吉海町
大字本庄地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡吉海町本庄２６２－１埋立地南端付根

Ｂ 越智郡吉海町鼻崎鼻
点 ア Ａから２７０度１８０メートルの点

イ Ｂから越智郡吉海町津島キクズシの鼻見通し１５
０メートルの点

越智郡吉
海町及び
今治市馬
島

別記１、
２及び３
のとおり

燧特区
第１０３
号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡吉海町
鴨礁地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線と越智郡吉海町鴨礁の
周辺最大高潮時海岸線から１０メートルの線とによって囲まれ
た区域
基点 Ａ 越智郡吉海町シイガ鼻
点 ア Ａから３５０度９６０メートルの点

イ Ａから３５０度６３０メートルの点
ウ Ａから２１度６５０メートルの点

越智郡吉
海町津倉
地区

別記１及
び２のと
おり

－２１－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

エ Ａから１１度９７０メートルの点

燧特区
第１０４
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡上浦町
大字瀬戸字浜
側地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡上浦町大字瀬戸字浜側防波堤東側突端

Ｂ 越智郡上浦町大字瀬戸新開護岸北端
点 ア Ａから９０度１０メートルの点
イ Ｂから９０度２０メートルの点
ウ Ｂから９０度５０メートルの点
エ Ａから９０度４０メートルの点

越智郡上
浦町

別記２の
とおり

燧特区
第１０５
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡上浦町
大字瀬戸宮ノ
下地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡上浦町大字瀬戸、山田川河口中央より北

に、１００メートルの標識
Ｂ 越智郡上浦町大字瀬戸字浜側防波堤付根から護
岸沿い北に５０メートルの標識

点 ア Ａから９０度５０メートルの点
イ Ｂから９０度５０メートルの点
ウ Ｂから９０度１５０メートルの点
エ Ａから９０度１５０メートルの点

越智郡上
浦町

別記２の
とおり

燧特区
第１０６
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡上浦町
大字甘崎城山
地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡上浦町大字甘崎防波堤東側突端
点 ア Ａから１４３度１４０メートルの点
イ Ａから３５０度５２メートルの点
ウ Ａから５１度３６０メートルの点
エ Ａから８３度３８５メートルの点

越智郡上
浦町

別記２の
とおり

燧特区
第１０７
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡上浦町
大字井口多々
羅戸板地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡上浦町井口、戸板川河口中央

Ｂ 越智郡上浦町井口７０７３－８前護岸北角の標識
点 ア Ａから４８度１７０メートルの点
イ Ｂから４８度１５０メートルの点
ウ Ｂから４８度２８０メートルの点
エ Ａから４８度３００メートルの点

越智郡上
浦町

別記２の
とおり

燧特区
第１０８
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡上浦町
大字井口三番
浜地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡上浦町三番浜南防波堤付根から２５メート

ルの標識
Ｂ 越智郡上浦町大字井口６６９１－３前護岸北角の標
識

点 ア Ａから６０度２０メートルの点
イ Ｂから９５度５５メートルの点
ウ Ｂから９５度２３０メートルの点
エ Ａから６０度１７０メートルの点

越智郡上
浦町

別記２の
とおり

燧特区
第１０９
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡上浦町
大字井口地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡上浦町コスモ石油桟橋南側付根

Ｂ 越智郡上浦町井口本川河口北側岸壁突端
点 ア Ｂから７５度７０メートルの点
イ Ａから７５度８０メートルの点
ウ Ａから７５度１８０メートルの点
エ Ｂから７５度１７０メートルの点

越智郡上
浦町

別記２の
とおり

燧特区
第１１０
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡上浦町
大字井口地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡上浦町コスモ石油桟橋北側付根から護岸

沿い北へ２０メートルの標識
Ｂ 越智郡上浦町コスモ石油桟橋北側付根から護岸
沿い北へ１１０メートルの標識

点 ア Ａから５５度６０メートルの点
イ Ｂから５５度７０メートルの点
ウ Ｂから５５度１４０メートルの点
エ Ａから５５度１３０メートルの点

越智郡上
浦町

別記２の
とおり

－２２－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

燧特区
第１１１
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡上浦町
大字盛地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡上浦町盛漁港南防波堤付根から県道沿い

に南に２００メートルの標識
Ｂ 越智郡上浦町盛ツマザキ護岸南側付根

点 ア Ｂから３４度２５０メートルの点
イ Ａから３４度１４０メートルの点
ウ Ａから３４度２９０メートルの点
エ Ｂから３４度４００メートルの点

越智郡上
浦町

別記２の
とおり

燧特区
第１１２
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字肥海棚
林島地先

アイ、イウ、ウエ及びアエの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字肥海棚林島南端
点 ア Ａから２８１度３０分１５０メートルの点
イ Ａから２２１度４００メートルの点
ウ Ａから１９３度３７０メートルの点
エ Ａから１３６度４０メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１１３
号

第１種
区画漁
業

かき養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字口総大
横島地先

ＡＢ及びＣＤを結んだ直線とＡＢ、ＣＤ間の最大高潮時海
岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字口総大横島５７９０番地地先西

南端の鼻
Ｂ 越智郡大三島町大字口総大横島５７９９番地地先西
北端の鼻
Ｃ 越智郡大三島町大字口総大横島５８００番地地先西
南端の鼻
Ｄ 越智郡大三島町大字口総大横島５８４８番地地先北
端の鼻

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１１４
号

第１種
区画漁
業

かき養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字台地先

Ａア、アイ、イウ及びウＡの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字台小島西端

Ｂ 越智郡大三島町大字口総カロウト鼻
点 ア Ａから越智郡大三島町大字口総大横島島頂見通

し６００メートルの点
イ Ｂから越智郡大三島町大字宮浦御串山山頂見通
し６５０メートルの点

ウ Ａから越智郡大三島町大字野々江オガタ鼻見通
し４００メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１１５
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字台地先

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直線によって囲まれ
た区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字台小島西端
点 ア Ａから１９０度９０メートルの点

イ Ａから２０１度４５０メートルの点
ウ Ａから１９０度８２０メートルの点
エ Ａから１８１度３０分８１０メートルの点
オ Ａから１５２度１１０メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１１６
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字口総地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字口総カロウト鼻
点 ア Ａから０度１５０メートルの点
イ Ａから０度３９０メートルの点
ウ Ａから７７度４９５メートルの点
エ Ａから１０４度４０分４９５メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１１７
号

第１種
区画漁
業

かき養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字口総地
先

Ａア、アイ、イウ及びＢウの４直線とＡＢ間の最大高潮時
海岸線から２０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字野々江オガタ鼻

Ｂ 越智郡大三島町大字口総４９９番地地先護岸の標
識
Ｃ 越智郡大三島町大字口総カロウト鼻

点 ア Ａから越智郡大三島町大字肥海石塔鼻見通し２０
０メートルの点
イ Ｃから６３度２０分６５メートルの点
ウ Ｃから１４４度１９０メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

－２３－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

燧特区
第１１８
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字口総地
先

Ａア、アイ、イウ及びＢウの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字口総カロウト鼻

Ｂ 越智郡大三島町大字口総４９９番地地先護岸の標
識

点 ア Ａから越智郡大三島町大字宮浦御串鼻見通し５０
メートルの点
イ Ａから６３度２０分６５メートルの点
ウ Ａから１４４度１９０メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１１９
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字口総大
谷地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字口総９４９番地地先護岸標識

Ｂ 越智郡大三島町大字口総５１８番地地先護岸階段
上り口左の標識

点 ア Ａから越智郡大三島町大字肥海石塔鼻見通し３０
メートルの点
イ Ａから越智郡大三島町大字肥海石塔鼻見通し１１
０メートルの点
ウ Ｂから越智郡大三島町大字肥海石塔鼻見通し１３
０メートルの点
エ Ｂから越智郡大三島町大字肥海石塔鼻見通し４０
メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１２０
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字口総大
谷地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字口総１０００番地地先大谷護岸

階段付け根
点 ア Ａから３１３度１１５メートルの点

イ Ａから３３３度２２０メートルの点
ウ Ａから２３度４０分２４０メートルの点
エ Ａから４７度４０分１５３メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１２１
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字口総大
谷地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大高潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字口総フィッシングセンター

防波堤南側突端
Ｂ 越智郡大三島町大字口総カクミ鼻

点 ア Ａから越智郡大三島町大字浦戸福島北端見通し
５０メートルの点
イ Ｂから越智郡大三島町大字口総大横島西端見通
し１００メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１２２
号

第１種
区画漁
業

かき養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字口総地
先

Ａア、アイ、イウ及びウＡの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字口総下新田塩田北隅護岸角

の付け根
点 ア Ａから２０２度４０分２８０メートルの点

イ Ａから２５３度１０分１８０メートルの点
ウ Ａから２７４度２０分９０メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１２３
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字浦戸地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字浦戸１５０８番地地先桟橋入口

西側付け根
点 ア Ａから３１４度６２メートルの点

イ Ａから２８９度１３０メートルの点
ウ Ａから３２５度５０分２１５メートルの点
エ Ａから３４６度１８０メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１２４
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字宗方ア
ジロ地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字宗方３２７番地地先護岸南角

Ｂ 越智郡大三島町大字宗方３３８番地地先護岸北角
点 ア Ａから３３１度９２メートルの点
イ Ａから３１１度５０分１４０メートルの点
ウ Ｂから２６８度１２０メートルの点
エ Ｂから２５５度６０メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

－２４－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

燧特区
第１２５
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字宗方柏
島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字宗方７５３１番地地先護岸北角
点 ア Ａから２８０度１３８メートルの点
イ Ａから２４０度１１０メートルの点
ウ Ａから２４６度２９０メートルの点
エ Ａから２６０度５０分３００メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１２６
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字宗方柏
島地先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字宗方７６１７番地地先護岸西角
点 ア Ａから８９度５０メートルの点

イ Ａから８９度１６０メートルの点
ウ Ａから１３８度２４０メートルの点
エ Ａから１６４度１８８メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１２７
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡大三島
町大字宗方地
先

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡大三島町大字宗方塩田５番浜護岸北角
点 ア Ａから２１６度７０分４３４メートルの点
イ Ａから２２５度３０分６２４メートルの点
ウ Ａから２３４度３０分６００メートルの点
エ Ａから２２９度４００メートルの点

越智郡大
三島町

別記２の
とおり

燧特区
第１２８
号

第１種
区画漁
業

わかめ
養殖業

９月１日から
翌４月３０日ま
で

越智郡関前村
大下島地先

Ａから越智郡波方町梶取鼻見通し線とＢから越智郡波方町
馬刀潟見通し線との間の最大高潮時海岸線から１５０メートル
以内の区域
基点 Ａ 越智郡関前村小大下島西端の標識

Ｂ 越智郡関前村小大下島乙１３５１－６（小大下島石
灰所跡）前護岸西角

越智郡関
前村

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１２９
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡関前村
岡村島小惣津
地先

Ａア及びアイの２直線とＡイ間の最大低潮時海岸線とによ
って囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡関前村大字岡村小惣津甲２５０９番地前護岸

北の角
点 ア Ａから７度１４４メートルの点
イ Ａから３５５度４０分の線と陸岸との交点

越智郡関
前村

別記２の
とおり

燧特区
第１３０
号

第１種
区画漁
業

かき養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡関前村
岡村島地先

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大高潮時海岸線
から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡関前村大字岡村正月鼻

Ｂ 越智郡関前村大字岡村戸町北の鼻
点 ア Ａから広島県大崎上島西南端見通し８０メートル

の点
イ Ｂから広島県大崎上島明石灯台見通し２５０メー
トルの点

越智郡関
前村

別記２の
とおり

燧特区
第１３１
号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌３月３１日ま
で

越智郡関前村
岡村島地先

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＤの５直線とＡＤ間の最大
高潮時海岸から１０メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡関前村大字岡村字石の本甲１５５０番地の標

柱
Ｂ 越智郡関前村大字岡村白潟甲１５０２番地の護岸角
から護岸沿い東南へ２００メートルの標識

Ｃ 越智郡関前村大字ダンバラ乙１０７番地前護岸西
端の標識
Ｄ 越智郡関前村大字ノリゴエ乙１３１２番地前護岸の
標識

点 ア Ａから広島県小島エビスガモト鼻見通し１００メ
ートルの点
イ Ｂから広島県豊田郡豊町埋立地肥料倉庫見通し
１５０メートルの点
ウ Ｃから広島県豊田郡豊町御手洗灯台見通し１５０
メートルの点
エ Ｄから広島県豊田郡豊町御手洗灯台見通し１５０
メートルの点

越智郡関
前村

別記１及
び２のと
おり

－２５－



免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

燧特区
第１３２
号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

９月１日から
翌３月３１日ま
で

越智郡関前村
岡村島地先

Ａア及びアＢの２直線とＡＢ間の最大高潮時海岸線から３０
メートルの線とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡関前村大字岡村観音崎

Ｂ 越智郡関前村岡村港宮浦西Ｂ防波堤南側突端
点 ア Ａから越智郡関前村大下島灯台見通し１５０メー

トルの点

越智郡関
前村

別記１及
び２のと
おり

燧特区
第１３３
号

第１種
区画漁
業

魚類小
割式養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

越智郡関前村
岡村島村前地
先

ＡＢの直線と宮浦新旧防波堤とによって囲まれた区域
基点 Ａ 越智郡関前村岡村島宮浦西Ａ防波堤北側突端

Ｂ 越智郡関前村岡村島宮浦西Ｂ防波堤南側突端

越智郡関
前村

別記２の
とおり

別記
１ 漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなければならない。
２ 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。
３ 操業にあたっては水底電線に支障をおよぼしてはならない。

－２６－


